
第 1２５回 多可町定例記者会見 
令和２年８月２４日（月）１３：３０～ 

多可町役場 ４０１会議室

１．町長あいさつ 

２．案 件 

◆記者発表事項

（１）新型コロナウイルスに関する地方創生臨時交付金 

～新たな生活様式へ対応するための町独自予算が成立～ ・・・・・・Ｐ.１

① 集落の公民館等における新型コロナウィルス感染症対策を

一時避難所用防災備蓄物品の購入費に対する集落助成金を交付 ・・・・・・・Ｐ.３

② 感染症リスク軽減のため

住民票、諸証明のコンビニ交付システム等導入 ・・・・・・・Ｐ.５

③ バス利用のキャッシュレス化とバス購入補助で、利便性向上を図る

ａ）地域公共交通機関高度化支援事業（バス車両購入補助）

b）プレミアム付き IC カードに ・・・・・・・Ｐ.６

④ 農地を遊ばせない、荒らさないように管理

水田営農継続支援金交付 ・・・・・・・Ｐ.９

⑤ 小中学校設備の感染防止対策強化と３密回避

町内小中学校空調設備等感染防止対策の強化 ・・・・・・・Ｐ.１０

（２）いざという時の“自助・共助”を再確認 

令和２年度多可町防災訓練 ８月３０日（日） ・・・・・・Ｐ.１１

（３）食を通じて、多可を学んで！ 

学校給食 多可町っ子いきいき献立 ９月２日（水） ・・・・・・Ｐ.１３

（４）より良い教育環境に向けて 

第２回地域の学校教育のあり方を考える会 ９月９日（水） ・・・・・・Ｐ.１５

（５）紙芝居で多可町の歴史を身近に 

３つの発祥の町 ふるさとの紙芝居 完成 ・・・・・・Ｐ.２１

◆その他の機関

【多可町商工会】  

（１）本気で経営力強化に取り組む小規模事業者に向けた支援体制の強化

（２）創業塾 …………Ｐ.２２ 

３．質  疑 

４．次回のお知らせ 

◆第１２６回多可町定例記者会見

と き 令和２年９月２３日（水） 午後１時３０分～ 

ところ 多可町役場４０１会議室 

問合先 企画秘書課  ℡（３２）２３８１



多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

R2.8.6 企画秘書課 課長 谷尾 諭 0795-32-2381 

事 業（行 事）名 

新型コロナウイルスに関する地方創生臨時交付金 

～新たな生活様式へ対応するための町独自予算が成立～ 

日 時（開催期間） 

場 所 

趣旨または目的 

新型コロナウイルス感染症の新たなステージに向けた対策を進める。 

内 容 

多可町では新型コロナ感染症によって、大きな影響を受けている町民の皆

さんや事業者を対象にさまざまな緊急生活支援に取り組んでいます。このた

び、新たに約３億１千万円の緊急対策として、第２波、第３波に備えた感染

防止対策と新たな生活様式への対応や回復フェーズに向けた地域経済の維持

と活性化、安全・安心な教育環境の充実などを推進していきます。 

これにより、８月３日臨時会において議決された新型コロナウイルス緊急

対策の約３億１千万円を加え、これまでの緊急対策予算の総額は、約２７億

７千万円になります。 

【新たに議決された主な事業】 

◆防災活動支援事業 64,750 千円（生活安全課）

 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、各集落が整備する物品や

設備等に対して、１集落３０万円を上限に補助します。

 また、指定避難所の体育館等５施設に有圧換気扇を整備して、複合災害に

備えた避難所の体制強化を図ります。

◆住民票、諸証明のコンビニ交付システム等導入 11,328千円（住民課）

  感染リスクに対応した住民窓口サービスとして、住民票、印鑑証明書、税

証明書、戸籍証明書等の諸証明をコンビニで発行できるようにします。 
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◆地域路線バスの車両更新補助 85,900千円（企画秘書課）

神姫バスの大屋線と大和線で八千代小学校通学用スクールバスとして運行

しているバス２台とコミバスとして西脇市方面へ運行しているバス１台を省

メンテナンスで空気清浄機能を備え、環境性能の優れたノンステップバスに

更新するための経費を補助します。 

◆プレミアム付き多可町乗車ＩＣカード発行 6,100千円（企画秘書課）

  新型コロナウイルス感染症拡大防止により落ち込んだ乗車人数を回復さ

せ、更なる路線バスの利用を喚起するために、3,000円分のプレミアム付きの

多可町乗車ＩＣカードを発行します。 

発行期間：９月１日～３月 31日 

◆水田営農継続支援金交付 64,000 千円（産業振興課）

新型コロナウイルス感染症対策の影響により、減産となった山田錦の回復

と水田フル活用の観点からも農地を遊ばせない、荒らさないように管理して

いくため、水田営農継続支援金を給付し、農業意欲の減衰を緩和し農業経営

の継続を図ります。 

◆町内小中学校空調設備等感染防止対策の強化 27,865 千円（教育総務課）

 町内小中学校での感染防止対策の強化と３密を避けるため、特別教室等へ

空調設備を増設します。

参考資料など 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

R2.8.6 生活安全課 今中 大祐 0795－32－4777 
（内線 ）

事 業（行 事）名 

一時避難所用防災備蓄物品の購入費に対する集落助成金を交付 

日 時（開催期間） 

令和２年度中

場 所 

－

趣旨または目的 

災害時に一時避難所となる集落の公民館等における新型コロナウィルス感染症対策を

踏まえた防災備蓄物品の購入費に対して集落助成を実施する。

内 容 

■助成金の内容

集落が購入する防災備蓄物品等に対して上限３０万円を助成する。

○想定対象物品

―避難所における新型コロナウィルス感染症対策に資する物品―

・発電機 ・投光器 ・間仕切り ・段ボールベッド

・マスク・消毒液等の衛生物品 ・非接触型体温計  …等

■予算額

１，８６０万円（３０万円×６２集落）

■助成スケジュール

９月中旬  交付要綱を集落に提示

順次 交付申請受付・交付決定

集落において事業実施（物品購入）

～３月  実績報告・補助金交付

参考資料など 
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新型コロナウィルス感染症対策経費　避難所備蓄物品等【生活安全課】

項目・品目 項目・品目 数量 単位 金額 備考

段ボールベッド 300 個 3,300,000   
指定避難所収容基準：3人世帯最小面積20㎡
高齢者や体調不良者用として備蓄追加

段ボール間仕切り 250 組 7,500,000   
指定避難所収容基準：3人世帯最小面積20㎡
高齢者や体調不良者用として備蓄追加

簡易トイレ 40 基 2,800,000   
各避難所平均　2基設置
発熱患者等の避難者と健常者との分離用として追加

毛布 900 枚 4,500,000   感染症拡大を防ぐため、衛生環境を整備

テント 100 個 1,500,000   密を避けるためのテント泊用

ブルーシート 25 枚 250,000     避難スペース確保用（寺院本堂設置用等）

発電機 15 台 3,000,000   
避難所数25箇所、保有台数13台
発熱患者等の避難者を隔離するための発電機及び投光
器等

投光器 50 基 5,000,000   
避難所数25箇所、各避難所　2基　LEDライト
発熱患者等の避難者を隔離するための発電機及び投光
器等

既存換気ダクト修繕 1 式 550,000     中町南小学校換気ダクト修繕

有圧換気扇設置工
事実施設計委託

1 式 2,250,000   指定避難所への有圧換気設備設置

有圧換気扇設置工事 5 施設 15,500,000  
指定避難所への有圧換気設備設置
・5施設（中町中学校格技場、加美中学校体育館・格
技場、八千代中学校体育館、中町南小学校体育館）

小計 46,150,000  

感染対策集
落助成

一時避難所用防災
備蓄品購入助成

62 集落 18,600,000  
集落助成（発電機、投光器、間仕切り、ベッド、マス
ク等衛生物品　等）62集落×上限30万円

合計 64,750,000  

停電時避難
場所確保

換気対策

感染対策避
難所物品
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

2020 年 8 月 6 日 住民課 藤原 徹 0795－32－2383 

事 業（行 事）名 

住民票、諸証明のコンビニ交付システム等導入 

日 時（開催期間） 

場 所 

趣旨または目的 

感染症リスク軽減のため、住民票や諸証明のコンビニ交付をはじめ、滞在時間の長くな

る死亡手続きの時間短縮のための（おくやみ）窓口サービスや窓口での手数料のキャッ

シュレス決済システムを導入する。

内 容 

コンビニでの住民課・戸籍・税証明などの交付とマイナンバーカードや免許証を利用し

た窓口サービスでの申請書記入のシステム化やキャッシュレス決済の導入による、

感染症リスクを軽減するための窓口サービスを導入する。

導入時期：11 月導入を目指している。 
予算額 11,328 千円 

参考資料など 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

令和２年８月５日 企画秘書課 奥村祐司
0795－32－2381 

（内線    ）

事 業（行 事）名  

地域公共交通機関高度化支援事業（バス車両購入補助） 

日 時（開催期間） 

場 所 

趣旨または目的 

 新型コロナウイルス感染症収束後の地域の移動を支えるため、経営に大きな影響を生じ

ている地域公共交通機関である神姫グリーンバス㈱に対し、収束後の経営持続化に資する

省メンテナンスで環境性能や衛生面に優れた車両への入替を支援する。 

内 容 

 大屋線と大和線で八千代小学校通学用スクールバスとして運行している車両が 17 年以

上経過し、老朽化が著しく、年間約 600万円の修繕費用を町が負担している。 

 また、コミュニティバスの西脇直行便の車両も 16 年が経過しており、傷みが激しく更

新時期を迎えている。 

 神姫グリーンバス㈱に車両購入補助金を交付することにより、換気・空気清浄機能のあ

る車両に更新し、小学生、高校生及びその保護者の通学時間帯の混雑に伴う新型コロナウ

イルス感染症に対する不安を軽減する。

さらに、高齢者等の利用にも配慮し、ノンステップタイプの車両とすることにより、路

線バスの利便性向上、利用拡大を図る。 

補助対象 神姫グリーンバス株式会社 

バス車両 ３台（大型２台、小型１台） 

予算額 ８５，９００千円（地方創生臨時交付金活用）

参考資料など 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

令和２年８月６日 企画秘書課 奥村祐司
0795－32－2381 

（内線    ）

事 業（行 事）名  

多可町乗車ＩＣカード購入補助 

日 時（開催期間） 

令和２年９月１日（火）～令和３年３月３１日（水） 

場 所 

趣旨または目的 

多可町乗車ＩＣカードの購入費用の一部を補助することにより、乗車パスのキャッシュ

レス化を促進し、利用者の利便性向上を図るとともに、新型コロナウイルスの影響により

利用が低迷するコミュニティバス、路線バスの利用促進を図る。 

内 容 

多可町では、コミュニティバス事業として、町民がコミュニティバスの西脇直行便及び

多可町発着の路線バスを利用する際の運賃の助成をするため乗車パスを発行しています。 

乗車パスは令和３年３月末までの有効期限つき紙券で、乗車の度に町内移動で１００円、

西脇市・加西市への移動に３００円（いずれも大人、子どもは半額）の現金が必要です。

ＩＣカード化により、小銭が不要となり、チャージすることで繰り返し利用することがで

きます。また、有効期限もなくなり、利用者の利便性が向上します。

また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛、移動自粛により利用者が前年比

で 30％以下に落ち込む路線が出るなどバス利用が低迷しました。 
このため、令和２年度中のＩＣカードの購入（チャージ）に限り、１人１枚３，０００

円を補助することにより、乗車パスのＩＣカードへの移行、キャッシュレス化とバス利用

の促進を図ります。

予算額 

補助額 

６，１００千円（地方創生臨時交付金活用）

３，０００円／人

購入期間 令和２年９月１日～令和３年３月３１日

（使用期限はありません。）

販売場所 神姫バス株式会社西脇案内所

参考資料など 

別紙 
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旧デザインのＩＣカードは
今後も使用できます。

令和３年４月１日から
ＩＣカード(プリペイド券)
に変わります。

◎購入した日から使用でき
ます。

【問い合わせ】
多可町役場 企画秘書課
TEL 32-2381 FAX 32-2349

【多可町乗車ＩＣカードの購入はこちら】
神姫バス㈱西脇案内所（西脇営業所内）TEL 22-2703
営業時間 毎週 月水金 10:00～13:00  14:00～19:00

第１・第３土 10:00～13:00  14:00～18:00

◆裏面「交付申請書兼委任状」に記入の上、神姫バス㈱西脇案内所で住所を証明
する書類（免許証、マイナンバーカードなど）を提示して購入してください。

◆多可町コミュニティバス乗車パスをお持ちの場合は、交換となります。

◆新規購入の場合、デポジット（預かり金）が別途５００円必要です。

◆不正使用の場合、ＩＣカードを回収し、返却（再発行）はしません。また、乗
車区間の通常運賃と、これと同額の割増運賃を合わせて収受します。

※多可町乗車ＩＣカードの所有者、新規購入者、１人１回に限ります。

◆多可町発着の路線バスと多可町コミュニティバスの西脇直行バスに乗車の際、
ＩＣカードを読取機にタッチすることで、乗車パス同様３００円／回（大人）
（町内のみの移動１００円／回）でバスを利用することができます。
小銭が必要なく、チャージすることで繰り返し利用できます。
また、有効期限もありません（小学生以下を除く）。

◆令和３年４月以降、多可町コミュニティバス乗車パス（紙券）は無効となりま
す。多可町乗車ＩＣカード（プリペイド券）の購入をお願いします。

多可町コミュニティバス乗車パス

令和３年３月３１日まで

有効期限

早めに切替を！

◆やむを得ず払い戻しを受けるときは、補助金を差し引いて払い戻し
となります。
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

2020 年 8 月 6 日 
産業振興課 吉井 三博

0795－32－2388 
（内線 221  ）

事 業（行 事）名 

水田営農継続支援金交付 

日 時（開催期間） 

令和２年 11月から申請受付→給付 

場 所 

水稲栽培農家を対象

趣旨または目的 

酒造好適米「山田錦」発祥のまちである本町は、南部では酒米山田錦、北部ではコ

シヒカリを主とした水稲栽培による農業の町です。新型コロナウイルス感染症対策の

影響を受け、日本酒造りの減少や日本酒の消費量の減少により、その元となる酒造好

適米の減産並びに他用途米への転換対策が行われている状況です。

しかし本町では、主となる「山田錦」が減産になるとこれまで作付けされてきた条

件の悪い農地から遊休化する恐れがあり、今後の山田錦の回復と水田フル活用の観点

からも農地を遊ばせない、荒らさないように管理していくため、水田営農継続支援金

を給付し、農業意欲の減衰を緩和し農業経営の継続を図るものです。 

内 容 

（１）30a 以上耕作されている農家を対象とし、自家消費分の 10ａを控除した面積に対

し、10a当たり 4,000円を交付する。 

（２）酒米生産農家には、10ａ当たり 6,000円を加算する。

総額：６４，０００千円 

水稲販売農家 906戸、酒米生産農家 392戸 

参考資料など 

対象水田面積 1,231㏊／水稲作付面積 885㏊／酒米 410 ㏊ 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

R2.8.17 教育総務課 宮原 文隆 0795－32－2384 
（内線    ）

事 業（行 事）名 

町内小中学校空調設備等感染防止対策の強化 

日 時（開催期間） 

場 所 

趣旨または目的 

学校での新型コロナウィルス感染症対策及び夏季休業短縮に係る熱中症対策の補正

予算を議会で承認

内 容 

（空調設備増設）

 今後当町における新型コロナウィルス感染症の拡大の際に、学校における３密を避け

るため、クラスを分割して授業が実施できるように空調設備を増設

金額：２５，０００千円 

対象：小学校４校（５教室）、中学校１校（１教室）

（物品の整備）

大型扇風機・小型製氷器・温度湿度計・非接触型体温計等

金額：８６５千円

（飲料の提供、感染症対策消耗品）

７月中旬～８月末まで、持参したお茶等の飲み物がなくなった児童に対して飲み物を

提供する飲料代、アルコール消毒液等の購入

金額：５００千円

（小中学校の水道ハンドルの交換）

新型コロナウィルス感染症対策として、まわすタイプ水道ハンドルをレバーハンドル

に交換

金額：１，５００千円

対象：水道ハンドル（三角形型）約９００口

参考資料など 

(1)⑤
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

R2.8.17 生活安全課 今中 大祐 0795－32－4777 
（内線 ）

事 業（行 事）名 

令和２年度 多可町防災訓練 

日 時（開催期間） 

令和２年８月３０日（日） 午前７時３０分～１１時３０分

場 所 

災害対策本部：多可町役場 他

一時避難所への避難訓練：各集落公民館等

指定避難所開設・運営訓練：中町北小学校他数カ所の指定避難所

趣旨または目的 

町全域で避難訓練を主とした防災訓練を実施することにより、自助、共助の推進による防災

意識の高揚と地域防災力向上を目指す。特に今年は、新型コロナウィルス感染症対策を踏まえ

た避難のあり方の検討に重点を置く。

内 容 

■災害の想定

多可町内各地で浸水や土砂崩れなどにより多くの人的・建物等の被害が発生

■訓練概要

○一時避難所への避難訓練【自主防災組織－約４５集落で取り組み】

○災害対策本部設置

○指定避難所開設・運営訓練

★新型コロナウィルス感染症対策を踏まえた対応訓練

開設予定避難所（８カ所）

・中区：中町北小学校、中町南小学校

・加美区：加美体育館、加美プラザ

・八千代区：八千代中学校、八千代プラザ、モルゲンハイト八千代、なごみの里山都

○庁舎機能移転訓練

★基幹システム外部サーバーの遮断時対応訓練及びモバイル機器移設

○家屋被害認定調査訓練

★空き町営住宅を利用して、家屋被害認定士登録職員による調査訓練

○被害状況確認訓練

★道路、ため池、上下水道等の点検とドローンによる被害状況確認・本部報告

■当日の流れ

午前８：００ 避難準備高齢者等避難開始の発令を防災行政無線で放送

８：４５ 避難勧告発令を防災行政無線で放送

１１：３０ 終了の防災行政無線放送

参考資料など 

○多可町防災訓練チラシ 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

R2 年８月１９日 
 

学校給食センター 栄養教諭 
中尾美聡 

0795－30－2101 
（内線     ） 

 
事 業（行 事）名  

多可町っ子いきいき献立  

※Ｒ１年度（２回実施）に始まり、今回が３回目の企画です。 

Ｒ２年度も２回実施予定で、２回目は、１月に予定。 

日 時（開催期間） 

９月２日（水）給食の時間 12：25～ 
場 所 

各学校 
趣旨または目的 

多可町では、給食を「生きた教材」として、献立を工夫したり、食に関する指導を充

実させるなどして、学校における食育の推進に努めてきました。この度、本事業では、

より多くの地元食材を献立に使用することにより、更に地産地消を進めるとともに、ふ

るさと多可町を愛する気持ちを醸成するために、給食費に町予算を上乗せしてこの事業

を実施します。 
内 容 

＜献立＞ 

①牛乳（兵庫県産) 
②白ごはん（多可町産コシヒカリ） 
③高野豆腐のそぼろカレー（多可町八千代区エアレーベンの高野豆腐） 
            （たがりーっくのおろしにんにく） 
④百日どりのチキンカツ（多可町加美区産百日どり） 
⑤春雨サラダ     （多可町加美区足立醸造(株)のうすくちしょうゆ） 
⑥お楽しみクッキー（多可町の洋菓子店ナチュールのクッキー） 
 

参考資料など 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

令和２年８月６日 教育総務課 山本 聡 
0795－32－2384 

（内線 ３６１ ） 

事 業（行 事）名 

第２回地域の学校教育のあり方を考える会の開催 

日 時（開催期間） 

令和２年９月９日（水）午後７時３０分から 

場 所 

ベルディーホール 会議室 

趣旨または目的 

平成 24年 4 月に策定された『多可町小中学校規模適正化基本方針』に基づく望まし

い学校規模が維持できない状況が生じているため、「地域の学校教育のあり方を考える

会」を設置し、保護者と地域と一緒に子どものより良い教育環境の確保に向けて協議を

開始します。 

委員は 29名（保護者 12名、地域（校区）の代表 6名、識見を有する者 3名、 

小中学校長 8名） 

内 容 

平成 24年 4月に策定された『多可町小中学校規模適正化基本方針』では、 

・小学校は複式学級が生じないこと、

・中学校は１学年に２学級以上が確保できること

が、多可町における望ましい適正な学校規模と位置づけています。 

少子化が進む中、多可町においても小中学校の現状や推移から、児童生徒の減少が激

しく進むことが予測されるため、保護者、地域の代表、識見を有する者等からなる「地

域の学校教育のあり方を考える会」を設置して、中長期的な視点で、よりよい教育環境

のあり方を検討し意見を求めるものです。協議期間は２年間。 

 第１回を令和２年７月３１日に開催。委員の委嘱、教育長から意見書の提出依頼、前

回八千代小学校統合の経緯や各小中学校の児童生徒の現状や今後の推移、また、いじめ

防止対策改善基本計画などを説明。 

第２回では、各委員からの意見集約をワークショップ形式で実施します。 

参考資料など 

・第 1回会議資料より 資料３「地域の学校教育のあり方を考える会」の進め方

・教育長からの意見書提出依頼（写し）
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【資料３】 

令和版 

『地域の学校教育のあり方を考える会』 

の進め方 

令和２年７月３１日 

多可町教育委員会 
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令和版『地域の学校教育のあり方を考える会』の進め方 

【平成２４年度～平成２７年度 経緯】 

平成２４年２月 多可町立小・中学校の規模及び配置の適正化について（答申） 

平成２４年４月 『多可町小中学校規模適正化基本方針』の策定  【資料１】 

■多可町小中学校規模適正化基本方針（H24.４）   【資料１】 

【１．学校規模適正化の基本的な考え】 

小学校 複式学級が生じないこと ・・・Ｒ７年度に杉原谷小学校で複式 

中学校 １学年２学級以上が確保できること・・・Ｒ２年度から八千代中学校が１学年１クラス 

【２．学校の適正配置について】 

（通学距離） 

小学校 徒歩 概ね４㎞以内。４㎞を超える場合はバスなど検討 

中学校 徒歩及び自転車 概ね６㎞以内。６㎞を超える場合はバスなど検討 

（通学時間） 

小学校、中学校ともバスを利用する場合も含めて、概ね３０分～６０分程度 

【３．『地域の学校教育のあり方を考える会』の設置】 

 町内の小中学校に、多可町における適正な学校規模が維持できない状況が予測される場

合は、『地域の学校教育のあり方を考える会』を設置し、適正な学校規模や適正配置につい

て検討すること 

■協議内容

保護者や地域の意見を幅広く取り上げ、学校の小規模化とそれに伴う諸課題を地域の

問題として共有した上で、小中学校の規模適正化に向けて具体的な方策について協議を

行う。 

■協議期間

協議期間は、考える会設置後、原則 2 年間とし、学校規模適正化について意見書をまと

めることとする。 

 

平成２４年 7 月 各区に 

『地域の学校教育のあり方を考える会』設置 

令和２年７月 

『地域の学校教育のあり方を考える会』設置 
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【令和２年度】 

 平成 24 年 4 月策定の『多可町小中学校規模適正化基本方針』を受けて、「地域の学校教

育のあり方を考える会」を設置する。 

【スケジュール】 

第 1 回 令和２年 7 月３１日（金） 

・『多可町小中学校規模適正化基本方針』及び小中学校の現状説明 

・協議内容、進め方、意見書の提出期限の設定

・意見交換

第 2 回 令和 2 年 ９月 

第 3 回 令和 2 年１１月 

第 4 回 令和 3 年 １月 

第 5 回 令和 3 年 ２月 

第 6 回 令和 3 年 ４月 

： 

： 

第 回 令和３年１２月 意見書 

平成２６年５月 

八千代区に統合準備委員会を設置 

統合準備委員

会設置 

平成２６年４月 

『多可町学校規模適正化基本計画』の策定 

『学校規模適正化基本計画』 

の策定 

平成２８年４月 八千代小学校開校 

平成２５年９月 意見書提出 令和 年 月 意見書提出 
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○地域の学校教育のあり方を考える会設置要綱

平成24年４月26日教育委員会告示第６号 

（目的） 

第１条 この要綱は、多可町の子どもたちにとって望ましい教育環境を実現するのに必

要な学校の規模や配置について検討するために設ける「地域の学校教育のあり方を考

える会」（以下「考える会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 考える会は、地域の学校規模適正化等について検討するとともに多可町全体の

学校規模適正化に向けた情報を共有するものとする。 

（所掌事務） 

第３条 考える会は、次に掲げる事項について検討し、多可町教育委員会教育長（以下

「教育長」という。）に意見書を提出する。 

(１) 小学校の規模の適正化に向けた具体的な方策について

(２) 中学校の規模の適正化に向けた具体的な方策について

(３) 前２号に定めるもののほか、教育長が必要と認める事項

（組織） 

第４条 考える会は、30人程度の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。 

(１) 地域の代表者

(２) 保護者代表

(３) 学校・教育関係者

(４) 識見を有する者

３ 委員の任期は原則として意見書の提出までとする。委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 考える会に会長１人、副会長２人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は考える会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ決めておいた順位に従

い、その職務を代行する。 

（会議） 

第６条 考える会は必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

令和 2 年 8 月 5 日 商工観光課

（多可町観光交流協会事務局）

藤田 幸子 0795－32－4779 
（内線    ）

事 業（行 事）名 

３つの発祥の町 ふるさとの紙芝居 完成 

日 時（開催期間） 

場 所 

趣旨または目的 

多可町観光交流協会育成部では、多可町の歴史や文化について次世代に伝承することを目的

に、令和元年度１年間をかけて、「３つの発祥の町 ふるさとの紙芝居」を作成しました。

ふるさと教育の一環として、地域の皆さんに多可町の歴史を身近に感じていただき、読み聞

かせなど広く利用していただきたいと考えています。

内 容 

「３つの発祥の町 ふるさとの紙芝居」3 編をそれぞれ 20 部作成しました。小学生が聞い

て分かる内容となっています。

① 「山田錦」のルーツ ～山田勢三郎物語～

山田錦の母、山田穂を広め、郷土の発展に尽くした山田勢三郎さんの物語

② まぼろしの「杉原紙」復活

多可町で生み出され、千年以上継承されてきた伝統の手漉き和紙「杉原紙」が復活するま

での物語

③ 「敬老の日」のおはなし ～門脇政夫物語～

おとしよりを敬う「としよりの日」を定め、「敬老の日」を提唱した門脇政夫さんの物語

8 月初旬に町内小中学校、図書館に配布しました。今後、こども園などにも配布の予定で

す。

また、那珂ふれあい館には大判の紙芝居をおいており、ボランティアガイドによる読み聞

かせも行っています。

参考資料など 
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多可町商工会 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

8/11 
 

多可町商工会 
 

商工会 本庄 0795－32－2161 
（商工会） 

 
事 業（行 事）名  

①本気で経営力強化に取り組む小規模事業者に向けた支援体制の強化 

 

②創業塾 

 

日 時（開催期間） 

①9/9㈬、9/15㈫、9/29㈫、10/13㈫ いずれも 19 時～21 時 以後随時個別相談実施 
 
②10/7㈬、10/14㈬、10/21㈬、10/27㈫ いずれも 19 時～21 時 
 
場 所 

中コミュニティプラザ（オンライン講座中心） 
 
趣旨または目的 

①本気で経営力強化に取り組む小規模事業者に、事業計画策定セミナーとして「デザイ

ン経営」の考え方を学んでもらい、今までとは違う考え方で新たな取り組みに挑戦して

もらう。 
また、「㈱DtoD」と連携協定を結び、本気の小規模事業者の課題解決に導く専門家派遣

等を実施し、今まで以上の伴走型支援体制を構築する。 
 
②毎年行ってきた創業塾から少し趣向を変えて、より独創性、創造性豊かな創業者とな

れるような学びを得る機会とする。 
 
内 容 

今年度から 5 年間（令和 2 年度～7 年度）に亘って、多可町商工会が重点事業として多

可町と連携して取り組む、小規模事業者を対象とした「第 2 期経営発達支援計画」の事

業として実施。 
 
①第 2 期経営発達支援計画の核となる事業で、デザイン経営の考え方を学ぶ『事業計画

策定セミナー』。 
対象者は「本気で経営力強化に取り組む小規模事業者」として名乗りを挙げた 35 者。 
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デザイン経営を学ぶセミナーを 4 回受講した後は、個別の課題解決に向けた専門家派遣

による個別相談、本気の小規模事業者の中で共通課題を持つ事業者対象の「ミニ勉強会」

などを実施する。 
セミナー講師や専門家派遣等の講師は、連携先となる「㈱DtoD」を中心に派遣。 
この「本気の小規模事業者に対する徹底支援」によって、事業者が売上増加などの成果

を上げることで、商工会が行う伴走型支援に興味を持ってもらい、さらなる高まりを目

指す小規模事業者の支援を今後継続していく。 
※この事業は、あくまで本気の事業者 35 者が対象であるため、この事業の PR として

依頼するものではなく、多可町商工会としての取り組みを PR したいということで発表

するものである。 
 
②今年度の創業塾のテーマは「アントレプレナーシップ」。 
アントレプレナーシップとは、事業創造や新商品開発などに高い創造意欲を持って、リ

スクに対しても積極的に挑戦していく姿勢や発想、能力などを指す「起業家精神」を意

味する。 
このアントレプレナーシップの精神を軸に、創業の心構えやマーケティング・販路拡大、

財務・資金計画などを学ぶ。 
 
参考資料など 

 

①②の具体的なカリキュラム等は別紙にて 
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経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

多可町商工会（法人番号：4140005017856 ） 

多可町   （地方公共団体コード：283657） 

実施期間 令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

目標 

 既存事業者の持続的発展のために、考え方の転換によって新しい価値

を生み出す支援を強化するとともに、地場産業・地域資源の活性化や人

手不足といった地域課題に行政等と連携して取り組むことで、事業者自

らが課題解決に挑み、にぎわいを創出できる事業実施の役割を担う。 

＜事業方針＞ 

●『デザイン経営』の考え方や『異業種交流』『IT化』を積極的に取り

入れ、経営者の『考え方の転換』によって経営にイノベーションをもた

らす支援 

●第三者承継を含めた事業承継の積極的支援 

●地場産業・地域資源の商品開発力強化と販路拡大の支援 

●人手不足の課題解決による地域経済の活性化 

●着地型観光の促進や地域内消費の創出による地域のにぎわいづくり  

事業内容 

①地域の経済動向調査に関すること 

 管内小規模事業者を対象にした調査を行い、国や県の資料との比較・

分析から、より地域に根付いた動向資料を作成・公表し、日々の経営や

事業計画策定に活用を促すことで、経営の持続的発展支援に繋げる。 

②経営状況の分析に関すること 

財務・非財務分析を通じて自社の現状を理解し、伸ばすべき強み、克

服すべき課題を明確に、効果的な事業計画の策定･実行支援に繋げる。 

③事業計画策定支援に関すること 

 経営に新しい価値を見出す『考え方の転換』を促進する支援（経営に

デザイン思考を取り入れる『デザイン経営』の考え方等）を盛り込み、

セミナーや異業種との交流を通じて事業計画の策定を支援する。 

④事業計画策定後の実施支援に関すること 

 巡回・窓口相談を中心に、IT化推進のための専門家派遣も活用しなが

ら、事業者にとっての新たな価値を生み出しやすい環境づくりを行う。 

⑤需要動向調査に関すること 

 ヒト（高齢者）とモノ（地域資源）に焦点を当てた需要動向調査を行

い、情報提供を行うことで、新たな需要開拓や新事業展開に活用し、事

業計画策定や販路拡大支援に繋げていく。 

⑥新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

展示会やイベント等を通じて、商品開発力強化と販路拡大による売上

拡大の支援を行うとともに、情報発信の支援も行う。 

⑦地域の活性化に資する取り組み 

 地域内消費と交流人口増加を促進すべく、地場産業や地域資源を活用

したイベントや商工業の観光化や、事業所の魅力発信強化を軸とした人

手不足解消の取り組みを行う。ヒトと地域資源の循環によるにぎわい創

出で地域活性化を目指す。 

連絡先 

多可町商工会 経営支援課 〒679-1134 兵庫県多可郡多可町中区茂利 20 

 TEL 0795-32-2161 FAX 0795-32-1699 E-mail shokokai@taka-cho.jp 

多可町 商工観光課 〒679-1192 兵庫県多可郡多可町中区中村町 123 

 TEL 0795-32-2380 FAX 0795-32-2349 

 E-mail shoko@towm.taka.lg.jp   
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①『デザイン経営』の考え方を学ぶセミナー（事業計画策定セミナー） 

※本気で経営力強化に取り組む小規模事業者 35 者対象（クローズ） 

＜カリキュラム案＞ 

日程 テーマ 

１回目  ９月 ９日（水） デザイン経営と現状を知る 

 

２回目  ９月１５日（火） 自社の強みを活かすブランドを考える 

 

３回目  ９月２９日（火） イノベーションとビジネスモデルを考える 

 

４回目 １０月１３日（火） 私なりのデザイン経営を発表する 

 

＜参考＞ 

デザイン経営とは 

 

 

②創業塾 

※創業希望者対象（オープン） 

カリキュラム案 

日程 テーマ 

１回目 １０月 ７日（水） 起業家精神 

ビジネスモデルキャンバスまたはビジネスモデルの構築 

２回目 １０月１４日（水） マーケティング・販路拡大の概論 

ケーススタディ（オンラインまたリアル） 

３回目 １０月２１日（水） 起業における財務・ファイナンスの基礎と組織づくり 

人材採用（アルバイトなど） 

４回目 １０月２７日（火） 地元の先輩起業家からのメッセージ 

発表およびフィードバッグ 

 

「デザイン経営」とは、クリエイティブなデザインの発想を企業価値向上のための重要な経営

資源として活用する経営のことで、すでに欧米ではデザインへの投資を行った企業が 4 倍の

利益を得たり、過去 10 年で 2.1 倍の成長をしたりと、着実に成果が上がっている。 

この考え方における「デザイン」とは、単なる外見や意匠のデザインに留まらず、組織や物事

の仕組み等の｢創造｣｢設計｣を含む、より広義な意味で用いられている。 

（参考：デザイン経営 2018 研究会報告書－経済産業省・特許庁「産業競争力とデザイン経営を考える研究会」） 

 

-25-




